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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第114期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第113期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 16,519 58,784

経常損失（△）（百万円） △1,959 △10,327

四半期（当期）純損失（△）（百

万円）
△2,002 △1,075

純資産額（百万円） 19,543 21,708

総資産額（百万円） 43,193 46,380

１株当たり純資産額（円） 100.49 111.81

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△10.31 △5.59

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 45.2 46.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,516 △13,010

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△454 7,504

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△138 12,012

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
5,757 8,767

従業員数（人） 1,329 1,248

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　      ２．売上高には消費税等は含まれておりません。

　      ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益について、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

３【関係会社の状況】

  当第１四半期連結会計期間において、不二家サンヨー㈱（持分法適用の非連結子会社）が連結子会社に異動となり

ました。　

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

(連結子会社) 　  　  　

不二家サンヨー㈱　 　福島県伊達市 30 　卸売事業 50.0

当社製品の一部を製造

当社への原料の販売

役員の兼務あり

資金援助あり

　（注）債務超過会社であり、債務超過額は771百万円であります。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,329 (3,645)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

(2）提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 988 (1,788)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、商品仕入及び販売の状況】

(1）生産実績

当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

小売事業
ケーキ、ベーカリー、デザート等の洋菓子類

（百万円）
3,245

 調理加工品（百万円） 57

 計（百万円） 3,303

卸売事業
チョコレート、キャンディ等菓子類

（百万円）
8,026

 飲料、乳製品等（百万円） 442

 計（百万円） 8,468

合計（百万円） 11,771

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。　

　　　　２．金額は販売価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

小売事業
ケーキ、ベーカリー、デザート等の洋菓子類

（百万円）
210

 調理加工品（百万円） 146

 計（百万円） 356

卸売事業
チョコレート、キャンディ等菓子類

（百万円）
529

 飲料、乳製品等（百万円） 1,019

 計（百万円） 1,549

合計（百万円） 1,906

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。　

　　　　２．金額は仕入価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

小売事業
物販(ケーキ、ベーカリー、デザート等の洋菓

子類）（百万円）
4,146

 外食(喫茶及び飲食店）（百万円） 1,439

 計（百万円） 5,586

卸売事業
菓子(チョコレート、キャンディ及び焼菓子

等菓子類）（百万円）
9,146

 食品(飲料、乳製品等)（百万円） 1,474

 計（百万円） 10,621

不動産事業 不動産賃貸収入（百万円） 61

 計（百万円） 61

その他の事

業

ＤＮＡの解析、試薬の販売、事務受託業務及

びアウトソーシング受託（百万円）
250

計（百万円） 250

合計（百万円） 16,519

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。　

（1）業績の状況　　

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国景気の減速や原油

高などを受け、先行きに対する不透明感が急速に広がりました。菓子・食品業界におきましても、原材料高や原油高

の影響を受け、大変厳しい経営環境になりました。

  このような状況のもと当社グループは、平成19年１月の消費期限切れ原料使用問題に端を発した一連の問題以降

経営体制を大幅に刷新すると共に、「中期経営計画」（平成20年３月期～平成22年３月期）を策定し、事業の改革

に取り組んでおります。

  当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は165億19百万円となりました。損益面では工場稼動の

低迷や原材料高の影響等が大きく、営業損失は20億27百万円、経常損失は19億59百万円となり、四半期純損失は20億

２百万円となりました。　

  事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。　

＜小売事業＞

  物販事業におきましては、不二家洋菓子チェーン店は、当第１四半期連結会計期間における新設店が10店、閉鎖店

が16店となり、当第１四半期連結会計期間末店舗数は601店（前年同期末641店）となりました。一連の問題以降は

大幅な減少傾向が続いておりましたが、大手量販店系ショッピングセンターへの出店を中心に店舗開発を進めた結

果、その減少に歯止めがかかりつつあります。また、山崎製パンルートや外食チェーン店へのＯＥＭ製品の販売等外

販事業についても順調に売上を伸ばしました。さらに、「ペコちゃんワッフル」の発売をはじめとするおやつ菓子

の強化や新製品の開発強化等を積極的に行っております。

  また、ダロワイヨ事業では、主力商品の「マカロン」が好調に推移し、さらに新店２店舗の開店が売上に寄与しま

した。

　  この結果、物販事業売上高は41億46百万円となりました。

　外食事業におきましては、当第１四半期連結会計期間末店舗数は74店舗（前年同期末97店）となりました。平成20

年５月より新たな経営体制のもとに「不二家のよさ」、「不二家らしさ」の徹底追求や現場とのコミュニケーショ

ンを図り、店舗オペレーションを一店一店確立させる等のレストラン事業の再生および改革を進めております。

　  この結果、外食事業売上高は14億39百万円となりました。

  以上の結果、小売事業全体の売上高は55億86百万円となりました。

＜卸売事業＞

　菓子事業につきましては、「ルック」、「ミルキー」および「カントリーマアム」の基幹３ブランドへの集中戦略

を推進したことにより、前年を大きく上回り一連の問題発生以前の水準まで回復しつつあります。

　  この結果、菓子事業売上高は91億46百万円となりました。

　食品事業におきましては、主力である既存の「ネクター」や新製品「ネクタースパークリング」等が大きく寄与

し、売上高は14億74百万円となりました。

  以上の結果、卸売事業全体の売上高は106億21百万円となりました。

＜不動産事業＞

　不動産事業の売上高は、社有資産の売却によるテナント収入の減少等により61百万円となりました。

＜その他の事業＞

　主に株式会社不二家システムセンターの受注受託業務の売上で、売上高は２億50百万円となりました。
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（2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

  当第１四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産で431億93百万円（前連結会計年度末比31

億87百万円の減）となりました。流動資産は154億95百万円（前連結会計年度末比31億60百万円の減）で主な減

少要因は現預金の減少等によるものであります。固定資産は276億97百万円（前連結会計年度末比27百万円の

減）で株価の変動にともなう投資有価証券の減少等によるものであります。

  負債の部は236億49百万円（前連結会計年度末比10億23百万円の減）となりました。負債の主な減少要因は仕

入債務や未払金の減少等によるものであります。

  純資産の部は195億43百万円（前連結会計年度末比21億64百万円の減）となりました。主な減少要因は当四半

期純損失の計上等によるものであります。この結果自己資本比率は45.2％（前連結会計年度末は46.8％）となり、

１株当たり純資産は100円49銭（前連結会計年度末比11円32銭減）となりました。　

　

　②当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

  キャッシュ・フローについては、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度

末に比べて30億９百万円減少し、57億57百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果使用した資金は、25億16百万円となりました。これは主に当第1四半期連結会計期間の四半期純

損失の計上等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は、４億54百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得等によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果使用した資金は、１億38百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものであります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお当社グループは、最重要課題として中期経営計画達成のために全力をあげるとともに、その前提となる食品

安全衛生と社会的信頼回復に向けた活動を、今後も継続的に推進してまいります。

また、当社の主要原料であります乳製品、植物油脂、小麦粉等の原材料および原油価格の高騰に対しては、生産方

式の見直しや物流の根本的な改革による大幅なコスト削減、付加価値を高めた新製品の投入、そして一部製品の

実質値上げなどによって対応してまいります。

（4）研究開発活動

　　　　当第１四半期連結会計期間における研究開発活動の金額は、29百万円であります。

　　　なお、当第１四半期連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 194,376,590 194,376,590
東京証券取引所

市場第一部
－

計 194,376,590 194,376,590 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 194,376,590 － 14,345 － 15,412

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

  当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）　

普通株式       52,000　
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式　

（相互保有株式）　

普通株式       25,000　
－ 同上　

完全議決権株式（その他） 普通株式  194,017,000 193,995 同上　

単元未満株式 普通株式      282,590　 －
１単元（1,000株）未満

の株式　

発行済株式総数 194,376,590 － 　－

総株主の議決権 － 193,995 　－

　（注）１．「単元未満株式」欄には自己株式110株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が22,000株含まれておりま

す。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数22個が含まれておりませ

ん。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）　

株式会社不二家　

東京都中央区銀座七丁目

２番17号（注）　
52,000 － 52,000 0.02

（相互保有株式）　

日本食材株式会社　

埼玉県さいたま市中央区

本町西六丁目４番22号　
25,000 － 25,000 0.01

計 － 77,000 － 77,000 0.03

　（注）平成20年７月１日に本店所在地を東京都文京区大塚二丁目15番６号に変更しました。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 155 171 152

最低（円） 147 146 144

　（注）　最高・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

を適用しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けて

おります。なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,765 8,774

受取手形及び売掛金 6,008 6,382

商品及び製品 2,138 1,951

仕掛品 217 245

原材料及び貯蔵品 1,227 1,244

繰延税金資産 12 19

その他 628 547

貸倒引当金 △502 △510

流動資産合計 15,495 18,655

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 7,593 7,614

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 6,397 6,336

土地 2,879 2,849

リース資産（純額） 52 －

その他（純額） ※1
 673 611

有形固定資産合計 17,596 17,411

無形固定資産 553 589

投資その他の資産

投資有価証券 5,049 5,157

繰延税金資産 47 50

敷金及び保証金 3,028 3,044

その他 1,652 1,718

貸倒引当金 △230 △247

投資その他の資産合計 9,547 9,723

固定資産合計 27,697 27,724

資産合計 43,193 46,380
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,688 5,083

短期借入金 6,216 5,752

1年内償還予定の社債 100 100

リース債務 10 －

未払金 2,957 3,557

未払法人税等 96 224

賞与引当金 291 653

店舗閉鎖損失引当金 172 164

その他 1,834 1,467

流動負債合計 16,368 17,003

固定負債

社債 100 100

長期借入金 4,448 4,832

繰延税金負債 59 47

退職給付引当金 1,741 1,732

役員退職慰労引当金 － 11

リース債務 46 －

負ののれん 6 8

その他 878 936

固定負債合計 7,280 7,669

負債合計 23,649 24,672

純資産の部

株主資本

資本金 14,345 14,345

資本剰余金 15,412 15,412

利益剰余金 △10,345 △8,342

自己株式 △12 △12

株主資本合計 19,399 21,402

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 138 315

繰延ヘッジ損益 △11 8

評価・換算差額等合計 126 324

少数株主持分 17 △18

純資産合計 19,543 21,708

負債純資産合計 43,193 46,380
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 16,519

売上原価 10,045

売上総利益 6,474

販売費及び一般管理費 ※1
 8,501

営業損失（△） △2,027

営業外収益

受取利息 5

受取配当金 20

持分法による投資利益 98

その他 29

営業外収益合計 154

営業外費用

支払利息 66

その他 19

営業外費用合計 86

経常損失（△） △1,959

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 13

特別利益合計 13

特別損失

固定資産廃棄損 57

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18

投資有価証券評価損 ※2
 22

特別損失合計 97

税金等調整前四半期純損失（△） △2,043

法人税、住民税及び事業税 66

法人税等調整額 8

法人税等合計 75

少数株主損失（△） △116

四半期純損失（△） △2,002
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,043

減価償却費 712

賞与引当金の増減額（△は減少） △366

持分法による投資損益（△は益） △98

売上債権の増減額（△は増加） 527

たな卸資産の増減額（△は増加） △0

仕入債務の増減額（△は減少） △514

未払金の増減額（△は減少） △682

その他 125

小計 △2,340

利息及び配当金の受取額 34

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △150

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △435

固定資産の売却による収入 6

その他 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 77

長期借入れによる収入 1,537

長期借入金の返済による支出 △1,980

割賦債務の返済による支出 △13

リース債務の返済による支出 △1

少数株主からの払込みによる収入 245

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,109

現金及び現金同等物の期首残高 8,767

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 99

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,757
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

  当社グループは、前連結会計年度において大幅な営業損失、

経常損失を計上し、営業キャッシュ・フローも大幅なマイナ

スとなりました。

　当第１四半期連結会計期間においても営業損失20億27百万

円、経常損失19億59百万円、四半期純損失20億２百万円を計上

し、営業キャッシュ・フローは25億16百万円のマイナスと

なっております。

  当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。　

  そこで当社グループでは、前連結会計年度より山崎製パン

株式会社（以下「山崎製パン」）の全面的な協力のもとに経

営基盤を強化すべく中期経営計画を策定し、その達成に取り

組んでおります。山崎製パンからの資本援助をはじめ、同社の

豊富な事業経験・ノウハウや、人材支援を受けており、当社中

期経営計画の遂行上不可欠の支えとなっております。同社は、

ＡＩＢ（American Institute of Baking）食品安全統合基準によ

る指導監査システム導入を契機として、当社再生の基盤作り

に大きな役割を果たしましたが、現在は技術面に止まらず、経

営、業務全般にわたって当社の再建に協力いただいておりま

す。

　現在取り組んでいる「中期経営計画」は以下の通りであり、

平成22年３月期連結経常利益黒字化に向け、全社一丸となっ

て諸施策を推進中であります。 

「中期経営計画」（平成20年３月期～平成22年３月期）の概

要

（１）本中期計画の目標

  ①平成22年に創業100周年を迎えるにあたり、不二家の総

    合力を発揮し、消費者・株主・従業員を始めとするステ

    ークホルダーの期待に応える企業となります。その結

    果、平成22年3月期には、連結黒字化を実現します。

  ②経営ビジョンに沿った魅力ある商品・サービスの提供

  ・現在の基幹事業（洋菓子・レストラン・菓子・食品）

    を充実強化いたします。

  ・多様化する消費者のニーズに対応して新たな商品・業態

    を開発し展開いたします。

  ③メーカー力の向上と社員の意識改革

　  人材・技術（生産技術・生産管理システム・商品技術）

    ・設備・営業インフラを再構築し、強い不二家になりま

    す。併せて社員の意識を改革して前例にとらわれず自由

    に発想し、迅速に行動する集団を作り、風通しの良い企

    業風土を創ります。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 （２）本計画のスタートにあたっての前提　

   ①新経営体制の特質

   ・業務資本提携により、不二家の経営に山崎製パンの人

     材・経営ノウハウが加わりました。

   ・両社の特長と強みの相乗効果を最大限に発揮する事業運

     営を進めております。

   ・社員やフランチャイズチェーン店の間で、『不二家と山

     崎製パンの長所が融合して、新しい不二家が生まれつつ

     ある』という認識が急速に広がりつつあるなど、既に目

     に見える形で変化が始まっております。

   ②社会的信頼回復の推進

　 　当社にとって平成19年１月の一連の問題により揺らいだ

     社会的信頼回復は最重要課題の一つであります。信頼回

     復の基本は良質で安心・安全な商品・サービスの提供と

     いう事業本来の活動ではありますが、透明性の高い経営

     を進める観点から、グループ全体にわたる企業統治シス

     テムの構築とその開示など、社会との対話を推進いたし

     ます。

 （３）基本戦略

   ＜基幹事業の強化及び事業領域の拡大＞

   ①既存領域（基幹３事業+関連事業）

   基幹３事業の改革・強化

 　・洋菓子事業：事業戦略の転換による収益体制の確立

 　・菓子事業：本計画期間中の収益源として、より強固な収

     益基盤を確立

 　・食品事業：強みを活かしたブランド・領域に集中

   ②新領域（着実な種まきの実施、早期の収穫を目指す）

   ・バンダイナムコグループ等との取組み

   ・キャラクタービジネス展開

   ・通販ビジネスの積極展開

   ＜事業インフラの構築と組織構造の再設計＞

   ①人材育成・開発…山崎製パンと不二家の協働経営による

     人材育成

   ②生産管理システムの再構築による経営管理の強化

   ③営業インフラの整備…すべての事業で営業システムを再

    構築

   ④業務責任体制の明確化(現場重視・委員会運営の推進)

 　＜経営の透明性確保と社会的責任の遂行＞

   ①内部統制推進・強化と外部との対話

   ②全社品質保証体制の管理充実による安全・安心の追求　

  当社グループは上記の経営計画の実行により継続企業の前

提に関する重要な疑義は解消されるものと考えております。

当第１四半期連結会計期間の業績につきましてもほぼ計画通

りに進んでおります。従って、当社グループは継続企業を前提

として四半期連結財務諸表を作成しており、継続企業の前提

に関する重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映し

ておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更　

　当第１四半期連結会計期間より、不二家

サンヨー㈱は重要性が増したため、連結の

範囲に含めております。

(2)変更後の連結子会社の数　

  ６社

２．持分法の適用に関する事

項の変更

持分法適用の非連結子会社　

(1)持分法適用の非連結子会社の変更　

  当第１四半期連結会計期間より、不二家

サンヨー㈱は持分法適用の範囲から連結の

範囲に変更となりました。

(2)変更後の持分法適用の非連結子会社の

   数　

  該当なし

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更　

たな卸資産　

  通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として総平均法

による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号  平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として総平均

法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定して

おります。

  これにより、営業損失は28百万円増加

し、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失は、それぞれ２百万円増加しており

ます。

  なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。　

(2)リース取引に関する会計基準の適用

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会  

会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始す

る連結会計年度に係る四半期連結財務

諸表から適用することができ

 

EDINET提出書類

株式会社不二家(E00374)

四半期報告書

18/27



　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 ることになったことに伴い、当第１四半

期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

  これによる影響額は軽微のため記載

を省略しております。　

  なお、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を

採用しております。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

  一般債権の貸倒見積高の算

定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績

率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連

結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒

見積高を算定しております。　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）　

  当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、

耐用年数を７～９年としておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より５～10年に変更いたしました。この変

更は、税制改正を契機として、現存資産の使用状況に合わ

せ使用期間を耐用年数に反映させるためのものでありま

す。

  これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失は、それぞれ26百万円減少しております。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、51,000百万円

　　であります。　

　２　保証債務　

　　　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

　　する保証

不二家（杭州）食品有限公司 30百万円　

㈱ユトリア不二家　 50

　計 80

　　　関係会社他の営業債務に対する保証

㈱ジェフグルメカード 30百万円　

　計 30　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、49,043百万円

　　であります。　

　２　保証債務　

　　　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

　　する保証

不二家サンヨー㈱　 245百万円　

不二家（杭州）食品有限公司 28

㈱ユトリア不二家　 51　

　計 325　

　　　関係会社他の営業債務に対する保証

㈱ジェフグルメカード 30百万円　

　計 30　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

    は、次のとおりであります。　

　１．運賃及び倉庫料                     960百万円

　２．販売促進費                       2,615

　３．広告宣伝費                         324

　４．水道光熱費                         167

　５．地代家賃                           576

　６．給料及び手当                     1,779

　７．賞与引当金繰入額                   147

　８．退職給付引当金繰入額               164

　９．委託業務費                         246

　10．貸倒引当金繰入額                    12

※２．投資有価証券評価損は、関係会社株式の評価損によ

    るものであります。　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

  対照表に掲記されている科目との関係　

　 （百万円）

現金及び預金勘定 5,765

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金
△8

現金及び現金同等物　 5,757
  

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日

至平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式            194,376千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式                 65千株

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
小売事業
（百万円）

卸売事業
（百万円）

不動産事
業
（百万円）

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 5,586 10,621 61 250 16,519 － 16,519

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
0 1 27 201 230 (230) －

計 5,586 10,622 88 452 16,750 (230) 16,519

営業利益又は営業損失（△） △1,185 △333 15 101 △1,402 (624) △2,027

　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主な製品等

小売事業
ケーキ、ベーカリー、デザート、アイスクリーム等の洋菓子類の製造販売、喫茶及
び飲食店の経営

卸売事業 チョコレート、キャンディ、焼菓子、飲料及び乳飲料等菓子食品類の製造販売

不動産事業 不動産賃貸業、管理等

その他の事業 ＤＮＡの解析及び試薬の販売、事務受託業務及びアウトソーシング受託

３．当第１四半期連結累計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は624百万円であり、その主なものは当社の総務、管理、経理、人事部門及び基礎研究等に係る費用でありま

す。

４．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（１）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号  平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業損失が「小売事業」で13百万円、「卸

売事業」で15百万円増加しております。

５．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

  当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を７～９年としておりましたが、当第１四

半期連結会計期間より５～10年に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業損失が「小

売事業」で４百万円、「卸売事業」で22百万円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

  海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 100.49円 １株当たり純資産額 111.81円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 19,543 21,708

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
19,525 21,726

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり

純資産額の算定に用いられた普通株式に係る四半期

末（期末）の純資産額との差額の主な内訳

（百万円）

少数持主持分 17 △18

普通株式の発行済株式数（千株） 194,376 194,376

普通株式の自己株式数（千株） 65 64

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株）
194,311 194,312

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 10.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失（百万円） 2,002

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 2,002

期中平均株式数（千株） 194,311

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）　

　リース取引残高は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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２【その他】

（１）決算日後の状況　

　特記事項はありません。

（２）訴訟等　

  当社を被告として、３件３億38百万円の損害賠償請求訴訟が係争中であります。これらは、いずれも平成19年１月

の「消費期限切れ原材料の使用」に端を発した食品安全衛生問題を契機とした売上不振により、原告が経営してい

る不二家ファミリーチェーン店舗の売上が大きく減少したため多大なる損害を受けたと主張したものであり、その

損害をそれぞれ当社に対し賠償請求しているものであります。　

  現在、これらの訴訟は東京地方裁判所において審理中であります。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月６日

株　式　会　社　不　二　家

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐　藤　元　宏　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山　田　治　幸　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 薬　袋　政　彦　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社不二家の平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社不二家及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度にお

いて大幅な営業損失、経常損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローは、大幅なマイナスであった。当第１四半期連結累

計期間においても営業損失20億27百万円、経常損失19億59百万円、四半期純損失20億２百万円を計上し、また、営業キャッ

シュ・フローは25億16百万円のマイナスであった。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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